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一

〃

社
会
福
祉
法

人
浪
岡
あ
す

な
ろ
会

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

生
活
介
護

指
定
障
害
者

支
援
施
設
り

ん
ど
う
苑

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
浪
岡
あ
す

な
ろ
会

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

短
期
入
所

指
定
障
害
者

支
援
施
設
り

ん
ど
う
苑

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
上
野
七
四

の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
コ

ロ
ニ
ー
協
会

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
三

生
活
介
護

青
森
コ
ロ
ニ

ー
リ
ハ
ビ
リ

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
六

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
コ

ロ
ニ
ー
協
会

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
三

就
労
移
行

支
援

青
森
コ
ロ
ニ

ー
リ
ハ
ビ
リ

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
六

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
コ

ロ
ニ
ー
協
会

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

青
森
コ
ロ
ニ

ー
リ
ハ
ビ
リ

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
六
二
の
六

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

つ
が
る
野

工
房
パ
ッ

ケ
ー
ジ
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
大
字

藤
野
二
丁
目

一
〇
の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
桜
葉

会

弘
前
市
大
字

藤
野
二
丁
目

一
〇
の
三

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

つ
が
る
野

工
房

弘
前
市
大
字

津
賀
野
字
瀬

ノ
上
四
三
の

一

平
成

��･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
者
支
援
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
更
前

つ
が
る
野

工
房
パ
ッ

ケ
ー
ジ
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
大
字

藤
野
二
丁
目

一
〇
の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
桜
葉

会

弘
前
市
大
字

藤
野
二
丁
目

一
〇
の
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

つ
が
る
野

工
房

弘
前
市
大
字

津
賀
野
字
瀬

ノ
上
四
三
の

一

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

樹
木
一
丁
目

六
の
五

変
更
後

合
同
会
社

ま
ご
こ
ろ

介
護

弘
前
市
大
字

中
野
一
丁
目

一
〇
の
一
三

の
一
〇
二
号

居
宅
介
護

ま
ご
こ
ろ

介
護

弘
前
市
大
字

中
野
一
丁
目

一
〇
の
一
三

の
一
〇
二
号

��

･

�･

��

変
更
前

弘
前
市
大
字

樹
木
一
丁
目

六
の
五

変
更
後

合
同
会
社

ま
ご
こ
ろ

介
護

弘
前
市
大
字

中
野
一
丁
目

一
〇
の
一
三

の
一
〇
二
号

重
度
訪
問

介
護

ま
ご
こ
ろ

介
護

弘
前
市
大
字

中
野
一
丁
目

一
〇
の
一
三

の
一
〇
二
号

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
四
丁
目

六
の
二
〇

変
更
後

株
式
会
社

十
五
番
タ

ク
シ
ー

弘
前
市
大
字

宮
川
一
丁
目

一
の
二

居
宅
介
護

ケ
ア
サ
ポ

ー
ト
十
五

番

弘
前
市
大
字

宮
川
一
丁
目

一
の
二

��･

�･

��

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
四
丁
目

六
の
二
〇

変
更
後

株
式
会
社

十
五
番
タ

ク
シ
ー

弘
前
市
大
字

宮
川
一
丁
目

一
の
二

重
度
訪
問

介
護

ケ
ア
サ
ポ

ー
ト
十
五

番

弘
前
市
大
字

宮
川
一
丁
目

一
の
二

〃

名

称

設

置

の

場

所

指
定
年
月
日

知
的
障
害
者
生
活
支
援
施
設

弘
前
市
弥
生
荘

弘
前
市
大
字
中
別
所
字
平
山
一
四
〇
の
一

平
成
��･

�･

�

指
定
障
害
者
支
援
施
設
り
ん

ど
う
苑

青
森
市
浪
岡
大
字
樽
沢
字
上
野
七
四
の
一

〃

青
森
コ
ロ
ニ
ー
リ
ハ
ビ
リ

青
森
市
大
字
幸
畑
字
松
元
六
二
の
六

〃

指
定
相
談
支
援
事
業
者

相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

青
森
県
す
こ
や

か
福
祉
事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

あ
お
ば

青
森
市
青
葉
二
丁

目
二
の
二

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法
人

楽
晴
会

三
沢
市
大
町
二
丁

目
六
の
二
七

障
害
者
就
労
ト
ラ

イ
ア
ル
セ
ン
タ
ー

ボ
イ
ス

三
沢
市
大
町
二
丁

目
六
の
二
七

〃



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

田
子
十
和
田

湖
線

軽
米
名
川
線

路
線
名

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
一
一
の
四
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
風
張
九
の
四
ま
で

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字
八
森
三
の
四
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字
於
為
川
原
四
二
の
四
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前 後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
四
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
四
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
西
十
三
番
町
四
の
二
八

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
住
所
及
び
名
称

む
つ
市
横
迎
町
一
丁
目
一
一
の
三
五

は
ま
な
す
農
業
協
同
組
合

２

変
更
後
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
西
十
三
番
町
四
の
二
八

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

公

告

都
市
計
画
事
業
の
認
可

青
森
都
市
計
画
事
業
の
認
可
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
四
月
十
五
日
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第



( )

百
二
号
で
告
示
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
四
・
三
号
蜆
貝
八
重
田
線
及
び
三
・
四
・
二
十
四
号
筒
井
大

矢
沢
線)

二

施
行
者
の
名
称

青
森
県

三

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
奥
野
三
丁
目
、
奥
野
四
丁
目
、
桜
川
六
丁
目
、
桜
川
八
丁
目
及
び
筒
井
一
丁

目
地
内

２

使
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
奥
野
三
丁
目
、
奥
野
四
丁
目
、
桜
川
六
丁
目
及
び
筒
井
一
丁
目
地
内

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
○

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
〇

(

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
知
事
部
局
の
項
中

｢

並
行
在
来
線
調
整
監
、
新
幹
線
開
業
調
整
監｣

を

｢

新
幹

線
・
並
行
在
来
線
調
整
監｣

に
、

｢

事
務
を
担
当
す
る
も
の
及
び
行
政
経
営
推
進
室｣

を

｢

事
務
を

担
当
す
る
も
の
並
び
に
秘
書
課
及
び
行
政
経
営
推
進
室｣

に
改
め
、
同
表
出
納
局
の
項
中

｢

課
長
代

理｣

の
下
に

｢
(

会
計
管
理
課
に
置
く
も
の
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、
同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
の

項
中

｢

、
副
参
事｣

を
削
り
、
同
表
監
査
委
員
事
務
局
の
項
及
び
労
働
委
員
会
事
務
局
の
項
中

｢

、

次
長｣

を
削
る
。

別
表
第
二
号
の
表
美
術
館
の
項
中

｢

、
次
長｣

を
削
り
、
同
表
備
考
第
二
項
中

｢

第
三
十
一
条
第

四
項｣

を

｢

第
三
十
一
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

平
成
二
十
二
年
度
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
の
審
査
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
技
能
検
定

員
審
査
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
二
月
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下

｢

審
査
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
条
及
び
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

審
査
の
種
類
、
期
日
、
場
所
及
び
項
目
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審

査

の

種

類

審
査
期
日

審

査

場

所

審
査
項
目

教
習
指
導
員

(

普
自
二)

技
能
検
定
員

(

普
自
二)

平
成
二
十
二
年

六
月
一
日
か
ら
同

月
九
日
ま
で

(

土

曜
日
・
日
曜
日
を

除
く
。)

の
午
前

八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
ま
で

青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通

部
運
転
免
許
課

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
指
導
員

(

大
型)

平
成
二
十
二
年

右

同

教
習
に
関
す
る



( )

(

注)

自
衛
隊
教
習
所
に
あ
っ
て
は
、
種
類
欄
の

(

普
通)

を

(

大
型)

と
読
み
替
え
る
こ
と
。

二

申
請
手
続

１

申
請
書
類
の
受
付
期
間
及
び
提
出
先

�

各
審
査
日
の
一
月
前
か
ら
審
査
当
日
ま
で

�

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

２

提
出
書
類

�

審
査
申
請
書

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
部
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

一
枚
を
貼
付
す
る
こ
と
。

�

審
査
規
則
第
十
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

当
該
審
査
を
受
審
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
審
査
規
則
第
三
条
及
び
第
十
一
条
に
定

め
る
書
類
を
審
査
当
日
提
示
す
る
こ
と
。

３

審
査
手
数
料

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条

例
第
百
一
号)
別
表
に
定
め
る
額
を
、
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他

�

審
査
申
請
書
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る
こ
と
。
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(

中
型)

(

大
特)

(

牽
引)

技
能
検
定
員

(

大
型)

(

中
型)

(

大
特)

(

牽
引)

六
月
十
日
か
ら
同

月
二
十
五
日
ま
で

(

土
曜
日
・
日
曜

日
を
除
く
。)

の

午
後
一
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
指
導
員

(
普
通)

一

平
成
二
十
二

年
六
月
二
十
八

日
か
ら
同
年
七

月
二
日
ま
で
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

二

平
成
二
十
二

年
七
月
十
二
日

か
ら
同
月
十
六

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で
三

平
成
二
十
二

年
七
月
二
十
六

日
か
ら
同
月
三

十
日
ま
で
の
午

前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時

ま
で

右

同

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
員

(

普
通)

一

平
成
二
十
二

年
八
月
三
十
日

か
ら
同
年
九
月

三
日
ま
で
の
午

前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時

ま
で

二

平
成
二
十
二

年
九
月
十
三
日

か
ら
同
月
十
七

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
指
導
員(

大
型
二
種)

(

中
型
二
種)

(

普
通
二
種)

技
能
検
定
員(

大
型
二
種)

(

中
型
二
種)

(

普
通
二
種)

一

平
成
二
十
二

年
六
月
二
十
三

日
か
ら
同
月
二

十
四
日
ま
で
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
零

時
ま
で

右

同

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

二

平
成
二
十
二

年
七
月
二
十
二

日
の
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午

後
零
時
ま
で

教
習
指
導
員

(

大
自
二)

技
能
検
定
員

(

大
自
二)

一

平
成
二
十
二

年
七
月
九
日
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

二

平
成
二
十
二

年
十
月
六
日
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

三

平
成
二
十
三

年
三
月
三
日
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

右

同

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

(

電
話
〇
一
七
―
七
八
二
―

〇
〇
八
一)

(

内
線
三
二
三)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青 森 県 報平成22年４月28日 水曜日 第3230号 8


